【様式第２号】諫早中央浄化センター外８箇所維持管理業務委託
　令和　　年　　月　　日
諫早市上下水道事業管理者　　様

所在地（住所）
商号又は名称
代表者職氏名
参加資格に関する申立書
　当社は、諫早中央浄化センター外８箇所維持管理業務委託プロポーザルに参加するに当たり、下記のとおり参加資格を有することを申し立てます。

記

（１）　参加申し込み時点において、令和７・８年度 諫早市一般競争（指名競争）入札参加資格者名簿に登録を行っていること。
（２）　参加者は、県内若しくは九州内に本社（本店）、支社（支店）、営業所等を有すること。
（３）　下水道処理施設維持管理業者登録規定第２条による国土交通省の下水道処理施設維持管理業者登録簿に登録されていること。
（４）　「循環式硝化脱窒法」、「嫌気無酸素好気法」又はこれら２種類の処理方式と「同様の処理原理」であり、「最低限必要な構造」を満たす処理方式を採用し、事業計画に位置付けた終末下水処理場における維持管理業務を官公庁から元請けとして受注し、３年以上の契約実績を有すること。
（５）　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。
（６）　参加申し込み時点から契約締結までの間において、諫早市から指名停止の措置を受けているものでないこと。
（７）　会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条又は第６４４条の規定に基づく清算の開始、破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９条第１項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更正手続開始の申立てがなされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（会社再生法又は民事再生法の規定に基づく更生手続開始又は再生手続開始の決定日以後、更生計画又は再生計画の認可が決定された者を除く。）でないこと。
（８）　諫早市暴力団排除条例（平成２４年条例第２０号）第２条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当する者でないこと。
